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今月の安全パトロールは、剪定作業現場に赴

き、各委員間で意見や情報の交換が行われまし

た。 

◆川之江班では、夏場と違い、動作が軽快であ

った、一人一本、得意な分野を担当し、服装も

適切であった。蜂の対策も必要なかった。熟練

の剪定作業を見学できた。 

◆脚立を木と木の間に設置し、三点確保だった。

脚立に対して正対して作業するのが安全だが、

場所によっては無理な場合もある。 

◆庭石が多い庭であった。ブルーシートを敷い

て、考えて作業をしていた。 

◆三島班では、安全帯を使ってなかった。脚立

の作業は上から３段目まで、一番上は危険なの

で規制することも必要。 

◆足元は地下足袋が良いが、底が薄いのでシビ

レる。尖ったもので踏み抜きには注意する必要

があるが、地下足袋を履くよう指導がある。裾

しまいもよい。 

◆地下足袋には３種類で使い分けている。ピン

のあるもの、厚底の者、薄いものを作業の場所

によって使い分けている。 



傷害事故傷害事故傷害事故傷害事故

発生日 作業区分 事故発生状況 備　　考

1 令和5年4月23日 管理業務

令和5年4月24日午前7時頃、特別養護老人ホームの施設内の階段踊り場

に、前日17時より宿直業務中の会員が倒れているのを施設職員が発見。

意識がないため救急車を要請し、病院へ救急搬送されたが、同日正午に

「脳幹部出血」にて死亡。施設内監視カメラの解析により、23日19時45

分頃、同踊り場で倒れたと思われる。後日家族より、右側頭部及び右眼

瞼部に打撲痕があり、死因は転倒の疑いもあるとのことで、保険会社を

通じ、医師の見解待ちであった。

支払額未定

2 令和5年9月7日 剪定作業

個人宅で松の木の剪定のため、三脚脚立(7尺)を架梯し天板付近に登り作

業していた際に、約2ｍ下の地面に転落し、頭部及び全身を打撲した。倒

れているところを発見した家人が救急車を要請し、病院へ救急搬送され

入院することとなった。

通院中

3 令和5年9月23日 空家の片付け

空家の片付けで出た粗大ごみをクリーンセンターに搬入後、リサイクル

プラザ内で木箱をベルトコンベヤーに放り込もうとした時、車から木箱

が落ちて釘が出ていたところを踏み込んでしまったため、病院で治療し

た。

通院5日

4 令和5年10月6日 除草剤散布

田畑（休耕地）の除草剤散布中、段差につまづき転倒し左手首を強打。

病院で診療し、左手首（橈骨）を骨折していたため、通院することと

なった。

通院中

労災事故（労働者派遣事業）労災事故（労働者派遣事業）労災事故（労働者派遣事業）労災事故（労働者派遣事業）

発生日 作業区分 事故発生状況 備　　考

1 令和5年10月2日 給食の運搬

三島小学校において、給食用コンテナを校舎と体育館の渡り廊下を移動

中にコンテナのキャスターが廊下から脱輪し、バランスを崩して転倒し

た。その際に、右足甲がコンテナの下敷きになり、右足甲が骨折したた

め、通院することとなった。

通院中

賠責事故賠責事故賠責事故賠責事故

発生日 作業区分 事故発生状況 備　　考

1 令和5年7月22日 草刈作業

新宮町にある長瀬配水池のフェンスの内側での草刈作業中、フェンスに

草刈機の刃が当たった反動で、流量計のセンサーの線を切ってしまっ

た。

賠償額616,000円

2 令和5年9月19日 草刈作業

伊予三島運動公園体育館中庭を草刈作業中に石を跳ね、体育館の窓ガラ

ス（縦すべり出し窓、幅80㎝、高さ150㎝）を破損させた。作業時、同窓

には防護板を設置していたが、防護板上方に小石が飛散した。

賠償額33,000円

3 令和5年9月26日 草刈作業

倉庫敷地内を草刈作業中に石を跳ね、倉庫南側の腰高窓（アルミサッ

シ、幅80㎝、高さ150㎝）2枚を破損させた。

賠償額55,000円

令和５年度　四国中央市シルバー人材センター「事故発生状況」

（令和５年１０月１７日現在）

（令和５年１０月１７日現在）

（令和５年１０月１７日現在）

令和５年度安全就業スローガン選考結果

安全就業スローガンの募集を行ったところ、１５作品の中から、安全・適正就業委員会及び衛生委員会各委

員により１０作品の選考を行い、県連合会に推薦いたしましたのでご報告させていただきます。

なお、１１月１６日の県連合会安全・適正就業対策推進協議会において、令和５年度の安全就業スローガン

が決定されますので、後程推薦10作品と結果をご報告いたします。

センターでは、作業安全確保のために、剪定作業では地下足袋

を履くこと、また、刈払機使用時は安全靴を履くことを推奨します。


